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総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 

電力・ガス基本政策小委員会 

第 68回制度検討作業部会 

 

日時 令和４年７月 14日（木）13：03～15：20 

場所 オンライン開催 

 

１．開会 

 

○事務局 

 準備が整いましたので、ただ今から総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電

力・ガス基本政策小委員会第 68回制度検討作業部会を開催します。 

 委員、オブザーバーの皆さま方におかれましては、ご多忙のところご出席いただき、あり

がとうございます。なお、松村委員におかれましては 13時 45分からのご参加、秋元委員に

おかれましては 14時からご参加とのご連絡をいただいております。また、小宮山委員にお

かれましては 14時 45分のご退出、武田委員におかれましては 15時にご退出とのご連絡を

いただいております。 

 また、オブザーバーの交代がございましたので、ご紹介させていただきます。東北電力ネ

ットワーク株式会社の菊池さま、イーレックスの佐々木さま、電力・ガス取引監視等委員会

事務局長の新川さま、出光興産株式会社の小林さまが新たにオブザーバーとなられました。 

 本日も前回に引き続きウェブでの開催とさせていただきます。 

 それでは、早速ですが議事に入りたいと思いますので、以降の議事進行は大橋座長にお願

いします。 

 

２．説明・自由討議 

 （１）電源投資の確保について 

 

○大橋座長 

 ありがとうございます。皆さん、こんにちは。大変お忙しいところ、本日もご参集いただ

きましてありがとうございます。 

 本日ですけれども、議題が複数ございます。電源投資の確保について、非化石価値取引に

ついて、需給調整市場について、容量市場について、そして最後に、第七次中間とりまとめ

に関するパブリックコメントについてということで、本日も盛りだくさんですけれども、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、プレスの方の撮影はここまでとさせていただければと思いますので、そちらの

ほうもよろしくお願いいたします。 
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 それでは早速ですが、お手元の議事に沿って行いたいと思います。 

 まず、５つの議題のうちの最初、電源投資の確保についてということで、資料の３－１と

３－２、ご用意していただいていますので、事務局より、まずご説明お願いできればと思い

ます。 

○事務局 

 制度企画調整官の市村でございます。私のほうから資料３－１、３－２についてご説明を

させていただければと思います。 

 まず、スライド１ページ目をお願いいたします。本日ご議論いただきたい事項ということ

で、前回特に議論になった点について、少し改めて整理をさせていただきましたので、その

点をご議論いただければと思っているところでございます。 

 まず、スライドの３ページ目をご覧いただければと思います。バイオマスの取り扱いとい

うことでございますが、前回、既設火力のバイオマス混焼にするための改修案件ということ

に関しましては、燃料の供給量が専焼実現のボトルネックになり得るのではないかといっ

たご意見をいただいていたところでございます。 

 こういった点に関しまして、改めて事務局のほうでも検討をいたしましたが、まず、基本

的には、脱炭素化された電源の拡大を図るといった観点、また、本来専焼が可能であれば専

焼化することが望ましいということ、設備を専焼化することについての技術的な課題はな

いということもございますので、少なくとも発電設備については専焼化を求めることとし

てはどうかということでございます。 

 一方で、燃料の課題といったところについてはご指摘をいただいているところでござい

ますので、当初は混焼を認めた上で、2050 年までに専焼化するロードマップの提出を求め

る、こういったことを条件としながら混焼を認めてはどうかということのご提案でござい

ます。 

 一方で、割合については、例えばということで、７～８割以上の混焼比率ということ、や

はり脱炭素化された供給力の拡大を図るといった観点からすれば、ある程度高い比率にす

る必要があるといったこともございますので、７～８割以上の混焼比率といったものを念

頭に置きながら、燃料を取り巻く状況を勘案しながら、今後、引き続き詳細については検討

していくこととしてはどうかということでございます。 

 続きまして、最低入札容量、８スライド目をご覧いただければと思います。こちらでは、

原則的な新設・リプレースに関する 10万ｋＷに関するところと、既設火力のアンモニア・

水素混焼の５万ｋＷと、こういったところ２つについて取り上げさせていただいています。 

 前者に関しましては、前回のご意見の中では、例えばということで、１万ｋＷに統一した

らどうかといったようなご意見もいただいていたところでございますが、こちらに関しま

しては、本制度措置が容量市場の特別オークションといった特別な支援制度といったこと

も踏まえていきますと、巨額の初期投資を伴うといった観点と、また、需給上の影響が大き

いといった視点から、一定規模以上の案件に限定するということが適切ではないかと考え
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ているところでございます。 

 こういった観点から考えていきますと、一つは、全電源種で 100億円を超えるといった水

準というのが 10万ｋＷということでございますし、併せまして需給上の影響ということで

申し上げますと、電源の休廃止の事前届出制ということで、本年５月に成立した電気事業法

の改正により、そういった事前届出制が導入されるということでございますが、その中でも

需給上の影響が大きい 10万ｋＷワット以上ということに関しましては、事前に、急廃止予

定日の９カ月前に届け出る、それ以外については 10日前といった形もございます。 

 こういった点も踏まえていきますと、前回ご提案させていただいたとおり、基本的には 10

万ｋＷワットということで、一方で、同一場所の発電所における複数プラントで１つの入札

を行うといったことも可能であるといった形で整理をできないかと考えているところでご

ざいます。 

 一方で、水素・アンモニア混焼といったところに関しましては、５万ｋＷに関しては、東

と西、周波数の違いによって求められる混焼率に違いが生じるので、適切に補正すべきと、

こういったご意見もいただいていたところでございますので、これにつきましては、実態を

踏まえながら引き続き検討していければと考えているところでございます。 

 最後、拠出金の負担者ということでございます。スライド 14ページ目をお願いいたしま

す。こちらに関しましては、前回、拠出金の負担者・負担割合については、基本的には容量

市場の一部であるといったことで、現行容量市場と同様としてはどうかといった方向性を

示させていただきましたが、脱炭素の価値といったものも強化する必要があるのではない

かと、こういったご意見もいただいていたところでございますので、改めて事務局のほうで

も考え方を整理しております。 

 16 スライド目をご覧いただければと思います。まず、こちらは現行容量市場の考え方と

いうことでございます。現行容量市場に関しましては、下の図でございますけれども、固定

費から、他市場収益、それを引いた金額というのがｋＷ価値に対する対価ということで、現

行容量市場による収入ということになっているところでございます。この対価の負担割合

というのが、それぞれ小売り、一般送配電事業社、配電事業社といった形で分けられている

ということでございます。 

 こういったような考え方を前提として、本制度措置がどうかというのが 19スライド目で

ございます。こちらに関しましても、下の図をご覧いただければと思いますが、本制度措置

に関して支払われる金額と、容量拠出金として支払われるものという点で申しますと、落札

価格から実際の他市場収益を引いたもの、①引く②ということ、これがまさにｋＷ価値に対

する対価として支払うということでございます。 

 一方で、非化石の価値というのは、これは発電したことによってｋＷｈで生じるようなと

ころでございますので、非化石市場からの収入ということで、他市場収益で評価されると、

こういったような関係性にあるということと考えております。 

 こういった観点からしますと、現行容量市場と基本的な費用の負担する性質というのは
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ｋＷに対する価値、支払いだということで変わらないと考えているところでございますの

で、その負担者・負担割合についても、これは現行容量市場と同様としてはどうかというこ

とで、改めて整理をさせていただいているところでございます。 

 続きまして、資料３－２についてご説明をさせていただきます。まず、１ページ目の目次

をご覧いただければと思います。こちらに関しましては、メインの中身というのが２ポツの

市場整備の方向性ということでございますが、制度措置の基本的方向性、位置付け、名称、

運営主体ということをまず最初に整理をさせていただいた上で、検討を深めるべき論点と

いうことで、これまでご議論いただいたところを改めて整理、取りまとめているところでご

ざいます。 

 まず、スライド３ページ目、４ページ目をご覧いただければと思いますが、こちらに関し

ましては、基本的な方向性について、これまで整理をさせていただいた内容を取りまとめて

おります。 

 ４ページ目をお願いいたします。下のほう、本制度措置の位置付けといったところでござ

いますが、一番下でございますが、この制度措置に関しましては、容量市場の中でも、事前

に決まっていない政策的な対応を行う場合の特別オークションといった位置付けでござい

ます。名称に関しましては「長期脱炭素電源オークション」ということとさせていただいて

おります。また、運営主体に関しましても、広域機関が容量市場の一部として運営をすると

いったことを整理させていただいているところでございます。 

 続きまして、個別の論点ということで、ポイントを絞ってご説明できればと思いますが、

まず、６スライド目をご覧いただければと思います。６ページ目でございます。まず、対象

ということでございますが、対象につきましては、発電・供給時にＣＯ２を排出しない電源

への新規投資ということで、ＣＯ２の排出防止対策が講じられていない火力発電所を除く、

あらゆる発電所・蓄電池の新設案件やリプレース案件への新規投資、これが想定されるとこ

ろでございます。その中でも、各論点、アンモニア・水素混焼等、こういったところの論点

について、次のスライド以降で整理しているところでございます。 

 7ページ目をお願いいたします。まず、アンモニア・水素混焼のための新規投資というこ

とでございますが、こちらに関しましては、ＣＯ２排出量の多い石炭火力の新設案件となる

ようなアンモニア・水素混焼を前提とした石炭火力の新設案件、（ａ）－１というところで

ございますが、こちらについては対象としない。それ以外の、アンモニア・水素混焼を前提

としたＬＮＧ火力の新設、または既設の改修、石炭またはＬＮＧ火力をアンモニア・水素混

焼にするための改修、こういったところについては認めることとしてはどうかというふう

に整理させていただいているところでございます。 

 ８ページ目をお願いいたします。こちらの８ページ目の上の３行目以下のところでござ

いますけれども、既設火力の改修案件ということに関しましては、上から７行目のところで

ございますが、短期的な供給力の増加には寄与しないものの、中長期的に見て、供給力の確

保につながる投資と言えるといった観点から、本制度措置の対象とすることとしていると
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ころでございます。一方で、短期的な供給力の増加には寄与しないといった観点から、募集

量の上限を設けるといったことで整理をさせていただいているところでございます。 

 続きまして、混焼率要件ということでございます。こちらに関しましては、３行目、４行

目のところでございますが、熱量ベースでアンモニアは 20％、水素は 10％以上の混焼を求

めていくことでまずはスタートしてはどうかということで整理させていただいているとこ

ろでございます。 

 続きまして、専焼化への道筋というところが９ページ目でございます。こちらに関しまし

ては、３段落目のところでございますが、専焼化への道筋に関しましては、原則としてはリ

プレースを含めたそのプラントでの専焼化を求める。一方で、同一発電所構内ですとか、近

隣発電所での新設・リプレースによる専焼化など、そのプラントでの専焼化以外で、他のプ

ラントでの専焼化を図ることに合理的な理由がある場合については、専焼化への道筋とし

てこれを認めることとしてはどうかということで、認めるということで整理させていただ

いているところでございます。 

 具体的な道筋を求める方法としては、その下でございますが、入札業者に対して 2050年

に向けた専焼化へのロードマップの提出を求めて、それを確認する。併せて落札後から一定

期間後に公表する。適時にアップデートをしていただく、こういったことを想定していると

ころでございます。 

 続きまして、対象とするｋＷに関してでございます。新設に関しましては、10 ページ目

の上のところで、参考図の６のところの案①ということで、全体を対象とする。一方で、既

設の改修に関しましては、新たに生じる混焼割合のｋＷを対象とする。併せて、既設の残存

簿価のうち、混焼割合分に限っては、入札価格に織り込むことを認めるということで整理さ

せていただいているところでございます。 

 続きまして、11 スライド目をご覧いただければと思います。論点②ということで、グレ

ーアンモニア・水素に関してでございますが、高度化法の整理も踏まえて、当面はグレーア

ンモニア・水素を混焼させる発電設備の新規投資、これを対象とすることとしております。 

 論点③につきましては、先ほどご説明したところですので割愛させていただきます。 

 論点④、12 ページ目でございますが、今冬の需給逼迫（ひっぱく）を踏まえた対象電源

の検討についてということで、比較的短期的に供給力に貢献できるといった観点、またはＣ

Ｏ２排出量、こういった観点を踏まえまして、３段落目の「このため」というところでござ

いますが、一つは運転開始期限を短く設定する、これは６年ということとしておりますが、

これを短く設定して、かつ、ＬＮＧ火力のみを対象とするということで、短期的に、時限的

に、火力発電所も一定量対象としていくこととしているところでございます。 

 続きまして、最低入札容量でございます。最低入札容量につきましては先ほどご説明させ

ていただきましたので、基本的には割愛させていただければと思いますが、蓄電池につきま

しては、その他１万ｋＷということとしているところでございます。 

 続きまして、論点⑥というところでございます。入札対象と建設プロセスとの関係でござ
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います。15 ページ目、ご覧いただければと思います。こちらに関しましては、運転開始前

の案件を対象とするとしているところでございます。 

 続きまして、募集量、②番、16ページ目でございますが、こちらについては、基本的には

スモールスタートといったことを前提として、具体的な募集量は今後検討するといった基

本的な方向性を整理しているところでございます。なお、蓄電池に関しましては、供給力と

しての価値が限定的だといった観点もございますので、募集量に上限を設けるということ

も併せて整理をしているところでございます。 

 続きまして、17ページ目をご覧いただければと思います。17ページ以降が入札価格の在

り方ということでございますが、まず 17ページ目の一番下、まずは織り込むことが適切な

コストということで整理をさせていただいておりますが、具体的には建設費、系統接続費、

廃棄費用等について 17 ページ目以降、18 ページ目では運転維持費について、19 ページ目

では事業報酬等々、整理をさせていただいているところでございます。 

 まず、建設費、系統接続費、廃棄費用等につきましては、一定の予備費、18ページ目の上

のところでございますが、コスト増リスクへの一定の対応ということで、予備費を織り込む

といったことを認めることとしてはどうかということの整理をさせていただいているとこ

ろでございます。 

 また、19ページ目、事業報酬の下のＤ）というところでございますが、水素・アンモニア

における固定的な性質の費用の扱いということで、こういったところについては、サプライ

チェーンの構築のための投資ですとか、固定的な燃料調達契約が必要であると、こちらにつ

いては別の審議会において検討されているということでございますので、そういった整理

も踏まえていくということでございます。 

 続きまして、他市場収益ということでございます。他市場収益をどのように取り扱ってい

くかということで、20 ページ目でございますけれども、上のところで、他市場収益を電源

種ごとに一定に設定するということと、他市場収益を全電源種一律に０に設定する方法と

いうことでご議論いただきましたが、結論としましては、22 ページ目の上のところでござ

いますが、シンプルな設計とする観点から、全電源種一律に０と設定するということとして

いるところでございます。 

 他市場収益、入札時点では０と設定していただくということでございますが、実際の還付

に関しましては実績ベースでやっていくということが、22ページ目、23ページ目で整理を

させていただいているところでございます。 

 また、23 ページ目の下ですが、他市場収益が発生した場合の還付の割合ということでご

ざいますが、23ページ目から 24ページ目にかけてでございますけれども、基本的には還付

割合というのは 90％を還付をしていただく、残り 10％は留保していただくということでご

ざいますが、より市場価格が高い時に運転を行ったり、より安い価格で燃料調達を行うと、

こういったような合理的なオペレーションを促すといった観点から、還付率に段差を設け

るなど、今後具体的にインセンティブの働くような方向について検討していきたいという
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ことで整理をさせていただいているところでございます。 

 次は 24ページ目、調整係数ということで、一番下のところでございますが、入札時点か

ら９年後の調整係数を全期間において適用するとしているところでございます。 

 25 ページ目でございます。入札価格の算定方法というところでございますが、基本的に

は入札価格からＮｅｔ ＣＯＮＥ、調整係数を掛けた後の以下の価格で入札をしていただ

くということでございますが、Ｎｅｔ ＣＯＮＥと書いてありますが、Ｇｒｏｓｓ ＣＯＮ

Ｅ引く、入札時の他市場収益は０ということでございますので、Ｎｅｔ ＣＯＮＥイコール

Ｇｒｏｓｓ ＣＯＮＥになるということでございます。 

 上限価格に関しましては、基本的なコスト検証ベースの金額、それに 1.5倍を掛けたもの

ということを前提としているところでございます。全電源種ごとにばらつきがあるという

ことでございますので、26 ページ目の５行目ですが、電源種ごとに上限価格を設定すると

いうこととした上で、過度な国民負担の発生を防止するといった観点から、上限価格に閾値

（しきいち）を設けるということで、上限を、電源種ごとでありますが、10 万円を超える

ものについては、10 万円というものを一つの目安とするということで整理をさせていただ

いているところでございます。 

 続きまして、27 ページ目でございます。入札価格の監視ということでございますが、こ

ちらに関しましては、３行目でございますが、発電コスト検証の数値などとの比較を行った

上で、必要に応じて入札事業者にヒアリングを行うということでございます。そういった監

視を通じて、過去の実績等に比べて合理的な理由なく高額な水準であると判明した場合に

ついては、一定の入札価格の引き下げを行う、引き下げ後の金額を約定価格とすると、こう

いった形で整理をさせていただいているところでございます。 

 続きまして、調達方式ということで、29 ページ目でございますが、基本的には事業の実

施能力、事業実施の継続性を確認するといった観点から、入札の資格要件ですとか保証金の

設定、こういったものを行っていくことを前提として、まずは価格競争からスタートしては

どうかということでございます。 

 続きまして、30 ページ目、オークション方式に関しましては、マルチプライス・オーク

ションということで整理をさせていただいているところでございます。 

 制度適用期間、30ページ目以降でございますが、こちらに関しましては 32ページ目の真

ん中ぐらいのちょっと上のところでございますが、新設・リプレースの制度適用期間につい

ては、全電源共通で 20年を基本としながら、20年以上を希望するといった事業者が存在す

る場合については認める。一方で、それより短期は認めないこととしてはどうかということ

で、こちらに関しましては、同じような趣旨で、既設電源の改修の場合についても同様に 20

年としてはどうかということで整理をしているところでございます。 

 拠出金の負担者につきましては、先ほどご説明をさせていただきましたので割愛をさせ

ていただければと思います。 

 最後、リクワイアメント・ペナルティに関して、これが 34ページ目以降で整理をさせて
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いただいております。１つは供給力提供開始期限に係るリクワイアメントということで、建

設リードタイムに配慮した設計ということで、具体的な供給力の提供期間というのは、図の

35 でまとめさせていただいている電源種ごとに設定をしてはどうかということで整理をし

ているところでございます。 

 一方で、供給力提供開始期限を超過した場合のペナルティーということで、35 ページ目

のところでまとめさせていただいておりますが、基本的には超過した後もそこから 20年間

の供給力の提供を求める。一方で、超過した期間分の、後ろの超過した年数に応じては、そ

の時の容量市場の落札価格の収入となるということで、こういった形で設定をしてはどう

かということで整理をさせていただいているところでございます。 

 35 ページ目、著しく立地条件が悪い案件を排除するといった観点から、変動電源につい

ての最低限満たすべき年間設備利用率の達成をリクワイアメントとして課してはどうかと

いうことで、35、36ページ目で整理させていただいております。 

 最後、不可抗力発生時の扱いということで、事業者に帰責性がない不可抗力による場合と

いうことに関しましては、個別に確認した上で、一定のペナルティーといったものは適用し

ないこということで整理をさせていただいているところでございます。 

 事務局からのご説明は以上となります。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。資料の３－１では、長期脱炭素電源市場における、前回ご議論

いただいた３つの論点について、改めて再掲を、ご議論していただいて、それらを取りまと

めて、資料３－２で、今回中間報告ということでまとめていただいたものになります。 

 それでは、委員、オブザーバーの方々から、ぜひご意見、コメントなどいただければと思

います。複数手が挙がっている場合は委員の方優先にしますけれども、オブザーバーの方も

ぜひ今の時点で手を挙げていただければと思います。それでは、チャット欄にてお願いでき

れば幸いです。お願いいたします。 

 それでは小宮山委員、お願いいたします。 

○小宮山委員 

 小宮山でございます。ご説明のほう、誠にありがとうございました。まず、資料の３－１

の右下８ページ目のスライドの、最低入札容量に関しまして、事務局側のご説明は合理的か

と存じますので、10 万ｋＷベースとして複数プラントで１つの入札を行う場合で、合計で

10 万ｋＷを超える場合も可とのことで、まずはルール化することで、基本的に賛同させて

いただきます。 

それで、最低入札容量の中で、既設のアンモニア・水素混焼火力の改修案件の最低入札容量

を５万ｋＷとする件に関しましても、引き続き検討するという事務局案に賛同いたします。 

 懸念しておりますのは、多少の容量の違いにより、本制度の適格要件から外れるといった

ことで、アンモニア・水素混焼火力への投資や維持、ひいては電力系統の安定性に影響を与

えないように配慮することが大事かと認識しております。アンモニア・水素混焼火力の場合、
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電源自体の脱炭素化に加えまして、電力系統への慣性力の提供、ならびに系統の同期火力の

維持強化、また調整力の提供などを通じて電力系統の安定性への貢献も想定されると認識

しております。 

 電力全体の脱炭素可に際しまして、アンモニア・水素混焼火力は電力系統の安定化にも貢

献し得る電源ですので、電力の脱炭素可と電力系統の安定性維持の観点から、電力システム

全体を見ながら、引き続き検討することが重要と認識しております。 

 また、次に、バイオマスの扱いに関しましては、バイオマス資源の有効利用に向けた投資

の障害にならないように、燃料調達ならびに技術を踏まえた検討が重要かと思っておりま

すので、発電設備といった専焼化を求めて、燃料については当初は混焼とする事務局案に賛

同させていただきたいと思います。また、当初の混焼割合のほかに、専焼化に向けたロード

マップの具体的なフォーマットなどに関しても、今後検討を進めるものと認識しておりま

す。 

 最後に、長期脱炭素電源オークションの拠出金の負担者・負担割合に関しまして、現行容

量市場と同様とすることに、ご提案の方向に賛同させていただきたいと思います。私からは

以上でございます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。他の委員、オブザーバーの方、いかがでしょうか。辻委員、お願

いいたします。 

○辻委員 

 辻です。聞えますでしょうか。 

○大橋座長 

 はい。 

○辻委員 

 ご説明ありがとうございました。最低入札容量について１点だけコメントです。今、小宮

山先生からも 10万ｋＷでよいのではないかということでコメントいただきましたけれども、

私としても、10万ｋＷでもよいかと思っております。 

 前回ちょっと申し上げたんですが、実際のところ、投資の規模ということもありますけれ

ども、案件が非常に増え過ぎると、今後の道筋の確認など、いろいろ管理が大変になるとい

う要素もあるかと思って、数の管理という観点から、難しくなければ、もう少し間口を広げ

る意味で下げておいてもいいのかなという気持ちもございました。 

 ただ、一応全体として、多少、スモールスタートでいくという全体の方針もあったと思い

ますので、そういった点も含めて、10 万ｋＷからいくというのは、それでもよいかなと思

います。一応、応札の状況等を見ながら、今後、もし必要が見えてくれば、また柔軟に検討

するということが必要かと思います。 

 あと、改修案件のほうの５万ｋＷについても引き続き検討ということで、こちらも、でき

ることならもう少し引き下げたほうがやはりいいのかなという思いがございます。私から、



 10 

以上です。 

○大橋座長 

 それでは、加藤オブザーバー、お願いします。 

○加藤オブザーバー 

 Ｊ－ＰＯＷＥＲ、加藤でございます。ありがとうございます。聞こえていますでしょうか。 

○大橋座長 

 大丈夫です。 

○加藤オブザーバー 

 ３スライドでバイオマスについて整理をしていただいてございます。ありがとうござい

ます。発電設備として専焼化を求めることとしてはどうかということにつきましては、私ど

もとしても賛同をさせていただきたいと思います。とはいえ、ここで当初の混焼比率につい

て、例えば７～８割以上を念頭に置きつつ、燃料を取り巻く状況を勘案しながら、詳細につ

いて引き続き検討と、こういうふうに案を提示していただいてございますけれども、私ども

考えてございますけれども、バイオマスを燃焼するに当たりましては、やはりそれなりにｋ

Ｗの規模と、それから効率、この両立を目指していく必要があると思ってございます。 

 そういたしますと、循環流動床ボイラーというよりも微粉炭ボイラーでの燃焼、これを進

めていくのが望ましいのではないかなと考えてございますが、一方で、微粉炭ボイラーでバ

イオマスをそれなりに高い比率で混ぜていくというのは、なかなか世界でも例が少のうご

ざいまして、一定の技術的な確認をしていくプロセスがどうしても必要になるかなと思っ

ております。 

 もう少し詳しく申し上げますと、微粉炭火力で高混焼率でバイオマスを混ぜていきます

と、排ガスや排水、それから燃焼後の灰などの性状が、石炭だけを燃やしているときと比べ

てどういうふうに変わっていくのかといったところは、少しずつ混焼率を高めていきなが

らパラメーターの挙動を確認していく作業がどうしても不可欠になります。 

 なんとなれば、発電所それぞれ、自治体さんと環境保全協定を取り交わしてございますの

で、この協定を超過することは当然許されませんので、知見がなかなかない中で、当初から

高混焼率でバイオマスを混ぜて運転するというのは、ちょっと現実的ではないのではない

かなと考えております。こちらの知見を得ていくといったところは、１カ月とか２カ月とい

う単位ではなくて、ある程度、もう少し長い時間をかけて確認をしていく必要があるのかな

と思ってございます。 

 ただ、とはいえなんですけれども、長期間、ほぼほぼ石炭ばかりで、バイオマスの混焼は

ちょっとしかないという状態が継続するということは、非常に問題があろうかなと思って

おります。そういう意味では、資料にも専焼に向けたロードマップの提出を求めるというの

等ございますけれども、まさに、いきなり７～８割という混焼は難しゅうございますけれど

も、2030 年にはＣＯ２排出削減 46％という目標もございますので、そういう目標と整合的

になるような目標も含めて、最終的には 2050 年にはバイオ 100％の専焼に持っていくんだ
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と、こんなロードマップを求めていくと、こういうようなこともご検討をいただければなと

思っております。私からは以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。佐々木オブザーバー、お願いします。 

○佐々木オブザーバー 

 佐々木でございます。聞こえていますでしょうか。 

○大橋座長 

 はい。 

○佐々木オブザーバー 

 今回からイーレックスのほうから出席します佐々木と申します。皆さまよろしくお願い

します。私のほうからはバイオマスの扱いについて１点コメントさせていただきます。 

 既設バイオマスの扱いについて、今般の社会情勢等を踏まえますと、燃料供給量が専焼へ

のボトルネックとなる可能性というのはこれまでより若干上がっていると考えております。

事務局がご提示いただいた一定の混焼比率まで許容するという方向性に賛同いたします。 

 他方で、未利用とか、未開発バイオマスを今後活用していくなど、バイオマスの産業とし

ての発展というのは今後も期待されると考えております。そのため、現時点で固定的な比率

を決めてしまうよりも、中間とりまとめ以降において、事業者へのヒアリングなども踏まえ

て詳細検討いただくのがよろしいかなと考えております。以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。冒頭ご紹介するのを失念しておりました。今後ともどうぞよろし

くお願いいたします。 

○佐々木オブザーバー 

 よろしくお願いします。 

○大橋座長 

 続きまして、小林オブザーバー、お願いします。 

○小林オブザーバー 

 出光興産の小林でございます。お世話になります。今回から参加させていただくことにな

りましたので、どうぞよろしくお願いいたします。私のほうからは２点ほど、ちょっとお話

をさせていただきたいと思っております。 

 １つは、まずバイオマスの新規投資という観点です。これは他のオブザーバーの方もお話

されていたように、本制度におきましては、老朽石炭火力の延命という形ではなくて、安定

供給確保ということで石炭火力を活用しながら、かつ、カーボンニュートラルに着実にトラ

ンジションということであると、そういう趣旨であると認識しております。 

 そのような観点からいきますと、やはり石炭火力へのバイオマス混焼の可能性というか、

いわゆる木質系に限らない、草本系ですとか農業残渣（ざんさ）、こういったものを組み合

わせたバイオマス燃料の多様化ということ、また、カーボンキャプチャーという観点もやは
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り重要になってまいりますので、こういった燃料の多様化とオフセットということも加味

して考えていく必要があるのかなと思っております。 

 今回記載いただいた内容に関しましては、その可能性を排除するというものではないと

いうことで理解しておりますので、今後の中間とりまとめ以後の議論を進めていただけれ

ば大変ありがたいかなと思っております。 

 もう一点、最低入札容量についてちょっとお話をさせていただきたいんですが、最低入札

容量についてでございますが、大型電源投資の意思決定を促すという趣旨および中長期的

に管理コストの抑制という観点、また、通常の容量市場と比べて高いレベルの最低入札容量

を設けるということでございますけれども、これは賛同いたします。 

 一方で、容量を今日の時点で 10万ｋＷという形で整理するということがいいのかどうか

ということは、もう少し議論を深めていく必要はあろうかなと思います。前回、当社の渡辺

からコメントさせていただきましたけれども、例えば当社の製油所の今後のトランジショ

ン、こうったことを進めていく上で、10 万ｋＷという形が本当にいいのかどうか、基本的

には大型化というのは譲れない部分だとは思いますけれども、この数字でいいのかどうか

ということも含めて考えませんと、中長期的にリプレースが必要になった段階で、このよう

な供給力を提供できる発電設備が、カーボンニュートラル化ではなくて排出のほうに向か

ってしまうという危険性もあるのではないかなと思っております。そのような観点から、も

う少し今後の議論を深めていただければ大変ありがたいかなと思っております。以上でご

ざいます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。今回からご参加ということで、どうぞよろしくお願いいたします。 

○小林オブザーバー 

 よろしくお願いします。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。続きまして、花井オブザーバー、お願いします。 

○花井オブザーバー 

 花井でございます。聞こえていますでしょうか。 

○大橋座長 

 はい。 

○花井オブザーバー 

 ありがとうございます。まず、第８次中間とりまとめにつきまして、事務局のほうで取り

まとめいただきましてありがとうございます。制度の大枠が決まってきましたので、これは

わが国のエネルギー政策上も非常に意義があると思っておりますので、この後、実務に向け

て、より詳細な検討を進めていく必要があると思います。 

 今回、資料３－１ですけれども、前回議論となりました点について改めて整理いただいて

おります。この点につきまして、ちょっと２点コメントさせていただきます。 
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 １点目はバイオマスの扱いについて。ご提案は、燃料供給量の実態等を踏まえ、混焼を一

部可能とするよう変更するものでありますので、2050 年カーボンニュートラルに向けて専

焼化を目指すことに変わりはないので、この整理には賛同いたします。 

 ２点目は、拠出金の負担者についてでございます。16 ページにあるとおり、現行容量市

場は、落札電源のｋＷ価値に対価を支払うことで落札電源の供給力、ｋＷを確保する仕組み

となっております。また、前回非化石価値の扱いについて議論がありましたけれども、19ペ

ージにあるとおり、非化石価値は発電しないと価値が出てこないため、可変費側という整理

は適切と考えられます。 

 本制度は脱炭素電源に限定したものではありますが、供給力確保の目的は同じであると

考えれば、現行の容量市場と同様の負担者・負担割合とすることが現実的な整理と考えてご

ざいます。以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。続きまして、今回からオブザーバーとしてご参加していただいて

いる新川局長、お願いします。 

○新川オブザーバー 

 新川でございます。佐藤悦緒の後任として７月に着任いたしました。存じ上げている方も

初めての方もいらっしゃいますが、よろしくお願いいたします。 

 今回の、電源投資の必要性と第８次中間とりまとめについてでございますが、バイオマス

の扱い、最低入札容量につきましては、事務局のご提案に違和感はないと思っております。

長期電源市場は容量市場の特別オークションの一類型として位置付けられて、特別な支援

制度である以上、対象は一定程度限定される必要があると考えております。 

 現在の電力システムでは、託送料金と容量拠出金というのが、自由化の中で、電力システ

ム全体として負担をするような仕組みとして機能していると理解しております。 

この場に消費者代表の方がいらっしゃらない中での議論というのは、ちょっと違和感はご

ざいますけれども、長期脱炭素電源については、2050 年カーボンニュートラルの要請の中

で必要なものと理解をしておりまして、これも容量拠出金の一部とするということも理解

できますが、全体の負担を軽減するために、約９割の還付とされているところが非常に重要

なことであると理解をしております。 

 電取委は入札価格に関して監視を行うこととされておりまして、この役割をしっかり果

たしていきたいと思っておりますが、将来の話ではございますけれども、この約９割がしっ

かり還付されているかどうかの確認が重要であると思っておりますし、長期電源市場で支

援を受けた電源を持つ発電部門から小売部門への補塡（ほてん）がなされていないというこ

との担保も重要と考えております。 

 後者については管理会計が導入されると認識されておりますので、その効果についても

見極めていきたいと考えております。以上でございます。ありがとうございます。 

○大橋座長 



 14 

 ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。中立者の方もいらっしゃる

ので、そこの辺り、消費者の視点もしっかり踏まえて議論してまいりたいと思っていますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。 

 それでは石坂オブザーバー、お願いします。 

○石坂オブザーバー 

 東京ガス石坂でございます。ご説明ありがとうございます。最終ページ、19 ページの拠

出金の負担者について１点コメントさせていただきたいと思います。前回の議論を踏まえ

まして、私も前回ここについて発言させていただきましたが、改めて整理いただいてありが

とうございます。 

 脱炭素としての価値を、ｋＷｈの非化石価値として、それを他市場収益としてカウントし

ていくという考え方は理解いたしました。現状、こういう整理になるのだろうなということ

は理解しております。 

 ただ、一方で、実際に脱炭素のためにかかるコストと非化石価値とが本当にバランスする

のかどうかというのは、今後脱炭素電源がどれだけのコストがかかるか見通せない中で、こ

こがマッチするかどうかというのは相変わらず不安は残っておりまして、あまりにも差が

できるような状況が顕在化するような場合ですと、法制度の改正以降も実態を確認して、今

後負担者・負担割合というのがこのままでいいのかどうかというのは引き続き検討が必要

なのではないかという気もしておりますので、コメントさせていただきます。ありがとうご

ざいます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。続いては小川オブザーバー、お願いします。 

○小川オブザーバー 

 関西電力の小川でございます。私からは２点発言したいと思います。 

 まず１つ、資料の３－１の最低入札容量でございますけれども、前回の会合で、最低入札

容量のところ、８ページ一番下の丸に記載いただいたとおり、運用に当たりまして、東日本

地域、西日本地域におけますそれぞれの火力プラントの容量実態の差異を適正に補正する

など、求められる混焼率が同様になるよう工夫をお願いしたい旨発言をさせていただきま

した。 

 今回、本課題について継続検討されることが示されております。今後の検討においては、

実態を精査しながら検討していくと記載いただいておりますが、ぜひ事業者に対するヒア

リングを実施していただくなど、火力プラントの設備実態をご確認いただきながら、適切な

容量設定となるよう詳細検討を進めていただければと思います。 

 それから、もう一点ですが、第８次中間とりまとめについて一言コメントさせていただき

ます。第８次中間とりまとめは的確に取りまとめいただいているものと思います。事務局に

おかれましては、これまでの取りまとめに感謝を申し上げます。 

 本作業部会５回の議論を経て、制度の大枠が固まってきましたことは、これはわが国のエ
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ネルギー政策上も非常に大きな意義を有していると考えております。これまでの会合でも

申し上げてまいりましたが、発電事業者としては、電力の市場化が進む中で長期の収入を見

通すということが大変難しいという、収入面の課題に直面しています。また、カーボンニュ

ートラルに向けたエネルギー転換ということで、従来の既存の脱炭素技術に加えて、新しい

脱炭素技術にも取り組んでいく必要があると認識しています。これまでにない技術面での

高度な課題を乗り越えていきながら、いかに脱炭素電源を新設していくか、発電事業者とし

ては大きな課題だと考えております。 

 このような課題に直面している発電事業者の電源投資を促すためには、本制度で、やはり

事業者の電源投資を促すための予見性が確保されているということが最も重要だと考えて

おります。今後詳細検討に進みますが、民間の発電事業者が脱炭素電源への投資を意思決定

できる制度設計となっているかどうかという視点で、引き続き議論を深めていただければ

と思います。以上でございます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。お手が挙がっている方には皆さんご発言いただいたと思います

が、以上で大丈夫でしょうか。 

 さまざまなご指摘ありがとうございました。それでは、もし、以上のご意見、コメントで

事務局から何かリプライ、リスポンスがあれば、いただければと思います。 

○事務局 

 さまざまなご意見いただきましてありがとうございました。事務局からは特段ございま

せんが、引き続き、いったん今回取りまとめた後に関しましても、詳細の検討を進めていけ

ればと思いますので、引き続きお力添えいただければと思います。以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。さまざま、委員、オブザーバーの方からご指摘いただきまして、

ありがとうございました。取りあえず、第８次の今回中間とりまとめの案をご提示させてい

ただいたわけですけれども、委員、オブザーバーの方々から、今後の課題については幾つか

確かにいただいて、容量の、最低入札容量、入札量ですか、とか、いただいていますが、お

おむね大きな方向性についてはご異論なかったのかなと受け止めています。事務局には今

後中間とりまとめの加筆・修文作業はしていただきつつ、内容についてですけれども、これ

を踏まえて、そうした修正作業については、もし皆さん、委員の方々のご了承を得られれば、

座長一任という形にさせていただきたいと思うんですけれども、そちらでよろしいでしょ

うか。もしご異論あればいただければと思いますが、いかがでしょうか。委員の方々、大丈

夫ですか。 

 それでは、この件は座長のほうで確認させていただいた上で中間とりまとめ、先のまとめ

と同様にパブリックコメントにかけさせていただきたいと思っていますので、引き続きど

うぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 
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（２）非化石価値取引について 

 

○大橋座長 

 それでは議題の１番目はここまでとさせていただきまして、続いて議題の２番目、非化石

価値取引についてということで、資料４を事務局にご用意いただいていますので、ご説明い

ただければと思います。 

○事務局 

 それでは資料４、高度化法の中間目標についてであります。電力基盤課長の小川です。 

 まず、初めにということで、１ページ目をご覧いただければと思います。本日のご議論の

内容になります。前回の本作業部会におきましては、2023 年度以降、第二フェーズの高度

化法の中間目標の在り方の議論に向けて、主な論点、検討の視点などをお示しして、ご議論

をいただいております。 

 具体的な論点としまして、３ページ、４ページ、幅広く対象の範囲、対象の証書、あるい

は目標値の設定方法などなどをお示ししたところでありますけれども、これらの中でも４

ページの一番最後のところ、証書購入費用と料金の在り方というところにつきまして、特に

ご意見を多くいただいております。 

 具体的には、次の５スライド目に抜粋を載せております。今後第二フェーズの制度の在り

方を議論する上では、まず証書購入費用と料金の在り方というのをしっかり検討してから

のほうがいい、そちらを先にと、優先的に検討を深めていただきたいというところ、特に証

書購入費用、高度化法の義務で小売りが購入する費用が増える中で、これをどのように需要

家に転嫁していくかと、転嫁できるかという仕組みがまずもって見えてこないと、その他の

論点、価格水準というのも含めて、なかなか検討が難しいといったご意見をいただいており

ます。こうした前回のご議論を踏まえて、本日は特に料金との関係についてご議論をいただ

ければと考えております。 

 まず、これまでのご議論ということで７ページにまとめております。高度化法の市場とい

うことで、当初の制度設計の議論の際にも、小売りが義務付けられている証書の購入費用に

ついて、どのように扱うかということについてご議論がなされております。 

 これについては、２つ目のポツにありますけれども、小売りの競争環境をゆがめないため

にも、電気料金に一律転嫁ができる適切な制度が必要というご意見があった一方で、市場メ

カニズムを利用して消費者負担の軽減を図るという電力市場改革の趣旨に反するところが

ある。消費者に、言ってみれば一律に転嫁することを、制度上認めるのは難しいのではない

かというご意見もあったところであります。 

 こうした中でということで、小売事業者の証書購入費用に関しての機動的な料金改定手

続、既に自由化がなされておりますので、ここで言う料金というのは規制料金というのを念

頭に置いていますけれども、そういった機動的な料金改定というのは引き続き検討と、特に

新規参入者を含む小売事業者への事業環境への影響を確認しつつ、引き続き検討とされた
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ところであります。 

 そうした中で、昨年は、高度化法の非化石の市場そのものを、いわば抜本的に見直しまし

て、市場自体を２つに分けるという改革、見直しを行っております。再エネの価値の取引を

行うところと、高度化法の義務を達成する市場というところでの、市場の見直しを行ったと

ころでありまして、そうした中で、高度化法の義務に基づくところの証書購入費用について、

どこまで需要家に転嫁できているのかというところにつきましては、後ほどアンケートの

結果などもお示ししておりますけれども、いまだ限定的であるというところであります。 

 また、市場を２つに分けたという中で、最低価格というのに差があることも、需要家から

の回収といった点では難しさを残しておりまして、これらを踏まえて今後どうしていくか

というのが今回のご議論になります。 

 ページ飛びますけれども、11ページが 2021年度の非ＦＩＴ証書の調達状況というところ

で、昨年の本作業部会にお示ししたところであります。枠囲いの中に、１つ目のところに書

いてありますけれども、非ＦＩＴ証書、購入した非化石証書を電力メニューとして需要家に

訴求している割合ということでいいますと、20％以下というのが９割以上となっておりま

す。 

 ２つ目のところでは、一方でというところでは、事業者数ベースで見ますと 80％以上、

そういった意味で需要家に訴求できているという事業者、恐らくどちらかというと小規模

の事業者だとは思いますが、そういった事業者も１割ほど見られるという状況であります。 

 こうした中で、今後どのように考えていくかというところで、市場の、２つに分けてとい

うところについては、１つ手前の 14スライドをご覧いただければと思いますけれども、こ

この２つの市場のうち、今回ご議論いただくのは右の高度化法義務の達成の市場でありま

して、こちらは最低価格は 0.6円という形になっております。 

 一方で、左の再エネの価値の取引につきましては、最低価格を引き下げて 0.3円／ｋＷｈ

となっておりまして、ここの２つの市場の間に価格差が生じているというのが足元の状況

であります。 

 こうした中で、今後検討を行うに当たってということで、現行の料金制度の在り方に深く

関わってくるところであります。15 スライドにありますけれども、非化石証書の取引とい

うことでいいますと、市場での取引、完全に自由ということではなくて、例えば最低価格、

あるいは最高価格というのがある中ではありますけれども、市場外での取引も当然にあり

まして、最近の傾向としては、市場外の取引が増えているというところであります。そうし

た中で、取引の価格、市場外では最低・最高価格の規律は及びませんので、そういった意味

での価格設定は自由になっているというところであります。 

 こうした中で、小売事業者が、やりようによって調達費用というのを抑えたり、量は義務

で決まってきますけれども、単価というのは個々の事業者の取り組みによって変わってく

るというところでありまして、こうした状況を踏まえて、特に規制料金の自由化に対して、

証書購入費用の一律の負担を求めることというのをどう考えるかというところであります。 
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 これについては、現行の料金の仕組みを踏まえると、需要家に対して機動的な料金改定手

続きを通じて一律に費用負担を求めるということは、少なくとも今の高度化法義務の市場

を前提にする限り、制度的にはなかなか難しいのではないかというところであります。 

 一律の転嫁というものの考え方にもよるわけですけれども、下から２つ目のポツにあり

ますような、外形的に明確になっている、単価も明確になっているものについては、これら

が小売りの料金にそのまま反映されていくというのは当然にあり得る形ではありますけれ

ども、少なくとも今の証書の取引というのはそういう形にはなっていないということがあ

ります。 

 ただ、一方で、一番下のポツでありますけれども、証書の購入費用の負担が増えていて、

それでいて、回収がなかなか難しいというのもある中で、こういった点を、制度的になのか、

事業環境としてであるか、当初より、ここについては議論があったわけですけれども、どの

ような対応が考えられるかというところであります。 

 一番最後、例えばという形でお示ししておりますけれども、例えばということでいうと、

規制料金の原価に反映されている――今も非化石証書というのは規制料金の原価に反映す

ることは制度的にできる、現実にはまだなされておりませんけれども――原価に反映され

たものについて、その後、費用の増減について一般的な認可手続によらずに簡易に料金に反

映することができれば、それはメリットが大きいといった声もあります。 

 こういったときには、想定されるのは、現行の料金の仕組みでいいますと、先ほど申し上

げた「外生的に」というのは、19 ページにあるような税でありますとかＦＩＴの賦課金と

いったような形でありまして、これと証書の購入費用というのは性質が異なるというとこ

ろであります。 

 一方で、次の 20ページにあるような燃料費調整と呼ばれるものは、いったん認可された

ものが、そのもの燃料水準の変化というものを反映していく一種のフォーミュラに基づい

て仕組みがあるというところでありまして、こういったような今の料金、これまでの料金制

度を踏まえたときに、なかなか証書については、毎年の量は中間目標として定まっていくわ

けですけれども、価格というのは上下する、その時々で変わるといった点を踏まえて、どこ

までが小売りの事業者の努力の及ばないところと考えていくかという議論があると考えて

おります。 

 これが料金との関係ですけれども、これに関連して、現行の高度化法の対象範囲というと

ころについて、次に 22スライドをご覧いただければと思います。これは前回、論点のうち

の一つとしてお示ししたものでありますけれども、今は電気の供給量、前の事業年度におけ

る供給量が５億ｋＷｈ以上の事業者が対象となっております。 

 これらの事業者の数、あるいはシェアの推移ということでいいますと、次の 23スライド

にありますけれども、小売りの全面自由化、2016年以降、事業者数、当初 35社から直近で

は 74社、およそ倍に増えております。一方で、国内販売電力量に占めるシェアということ

でいいますと、一番右でありまして、若干下がっているという状況であります。それでも足
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元約 97％をカバーしているというところであります。 

 １枚戻りますと、そういった中で、こういった対象範囲というのをどのように考えていく

のかということ、これは従来よりご議論のあるところでありまして、今後この仕組みをどう

いうふうに、第二フェーズ以降、どのような形にしていくのかといったときにも、まず議論

になる点かなと考えているところであります。 

 なお、ということで、具体的な会社名などを 24ページ、あるいは 25ページにお示しして

おります。昨今の小売電気事業者を取り巻く大きな環境変化を踏まえて、この中にはその後、

事業撤退を決めている事業者も含まれているところです。 

 最後、高度化法の義務達成の市場とは直接に関係しないんですけれども、前回お示しした

論点の続きということで、27 スライドをご覧いただければと思います。ＦＩＰ電源に係る

非化石証書の需要家との間の直接取引についてであります。 

 これにつきましては、発電事業者と需要家が直接取引をしていくということ、特に再エネ

の証書についてこうしたニーズが高い中で、本年２月の本作業部会においては、新設の非Ｆ

ＩＴ電源、そして卒ＦＩＴの電源に関する非化石証書については、ある意味小売事業者を介

さない、発電事業者と需要家の直接取引というのを新たに認めることとしました。一方で、

ＦＩＰ電源については、今後の需要家ニーズなどを踏まえて、必要に応じて検討とされたと

ころであります。 

 本年２月といいますと、ＦＩＰの制度が４月に始まる直前といったところでもありまし

て、今後の検討課題としていたわけですけれども、その後、ＦＩＰについても新設の非ＦＩ

Ｔあるいは卒ＦＩＴと同様な、需要家との直接取引というのを求める事業者からのご意見

が多く寄せられているところであります。 

 ＦＩＰ電源についても、ある意味新設の非ＦＩＴなどと同様な位置付けというところが

ありまして、こういった需要家との直接取引を認めることが、環境価値の取引の多様化につ

ながると考えられるところであります。 

 そういった意味で、２月にはいったん保留としたところではありますけれども、足元の状

況を踏まえまして、新設のＦＩＰ電源、またはＦＩＰに移行してきた場合も含むわけですけ

れども、こういったＦＩＰ電源に関する非化石証書につきましては、需要家との直接取引を

認めてはどうかと考えているところであります。 

 ただし、この場合には、新設非ＦＩＴも同様ではありますけれども、小売事業者の目標と

の関係をしっかり整理しておく必要があるということでありまして、基本的には目標量か

ら需要家が直接持っていってしまう部分については控除した上で目標設定をしなければ、

小売事業者にとって入手可能な証書量というのに影響がありますので、こういった仕組み

のところは具体的な目標設定に際してしっかり考慮しなければならないと考えております。 

 高度化法の中間目標についての事務局からのご説明は以上です。 

○大橋座長 

 ご説明ありがとうございました。それでは、ただ今ご紹介いただきました資料４について、
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ご意見あるいはコメント等、委員、オブザーバーの方からいただければと思います。先ほど

と同様の手順でお願いできればと思います。いかがでしょうか。 

 それでは辻委員、お願いいたします。 

○辻委員 

 辻です。ご説明ありがとうございました。今回、小売事業者さまの努力で回収が難しいと

いうところ、一律に回収するということがもしできればよいのかなと思っておりましたけ

れども、課題も非常に多いということをご説明いただいてよく分かりました。 

 一律に回収に関わる課題については、何かいい意見があるわけではないんですが、一方で、

２つの市場の間の値差の話については、改めてちゃんと検討する必要があるのかなという

思いもございます。 

 当時、２つに市場が分かれた時に、高度化法義務達成市場のほうの、最低の 0.6というの

を決めた時は、まだもう片方の 0.3 というのが見えていない中で、当時の市場の状況を見

て、時限的な考え方として 0.6円にしたという経緯があったと承知しております。 

 この 0.6というのが発電側の収入の予見性の確保という観点もありますし、その一方で、

2021 年のアンケート結果は今日の資料にはなかったと思うんですけれども、非ＦＩＴの証

書に関しては、市場外の取引が非常に多くて、価格も 0.6円未満で相対での取引が結構ある

という、そういうデータもあったと思います。 

 そういった意味で、この 0.6 円をもう少し引き下げて市場を活性化するという観点もあ

ろうかと思っておりまして、そういった中で、もし、問題になっている値差という部分がも

う少し自然に少なくなってくるというところがあれば、この議論の問題というのもまたも

う少し変わってくる部分があると思いますので、この議論の整理としては、まず転嫁ができ

るのかどうかというところを先に議論しましょうといった流れの中ではあるんですが、最

低価格の妥当性というところも、それはそれでまた改めてしっかり議論する必要があるか

なと思いました。ちょっと確かな意見を言っているわけではなくて申し訳ありませんけれ

ども、以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。河辺委員、お願いします。 

○河辺委員 

 ありがとうございます。私からも、ただ今辻委員からご発言がありましたスライド 15に

関してコメントさせていただきたいと思います。こちらのスライドで示されておりますよ

うに、需要家に対して一律の費用負担を求めるということが、現行制度を根本から見直さな

い限り制度的に両立が困難であるということが今回の事務局の整理かと思いますので、こ

こでは現行の制度の下で小売電気事業者の方々に過大な負担が生じないような環境整備を

どうするかという、そういった観点でコメントさせていただきたいと思います。 

 現行の制度の下での課題といたしまして、ＦＩＴ証書と非ＦＩＴ証書の最低価格の差と

いうのが前回までの本作業部会におきまして挙げられておりまして、その価格差によって



 21 

需要家さんに非ＦＩＴ証書の価格転嫁を行うことが難しい状況が生まれていると認識して

おります。また、併せて、以前に本作業部会で示されたアンケート結果におきましては、非

ＦＩＴ証書の相対取引における価格の約８割が最低価格を下回る価格で取引されていると

いうことが示されていたかと思います。 

 これらを踏まえますと、最低価格の見直しというのも一つ対応として考えられるのでは

ないかと思っておりまして、非化石価値を求める需要家が非ＦＩＴ証書を買い求めるイン

センティブを高めるような、そういった環境を整備する必要があるかと思いました。 

 ただし、非ＦＩＴ証書の販売収益は、言うまでもなく非化石電源の維持拡大に資するもの

であるため、その意義が損なわれることのないように、慎重な検討を進めていただければと

思います。以上でございます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。他のご意見、コメントなど、いかがでしょうか。委員、オブザー

バーの方々、どうでしょうか。 

 武田委員、お願いします。 

○武田委員 

 武田ですけれども、聞こえますでしょうか。 

○大橋座長 

 はい。 

○武田委員 

 ありがとうございます。私からは、今表示していただいています 15ページについて発言

させていただきます。 

 今回、問題を明確化していただいたと思います。すなわち、一律の転嫁について、規制料

金の需要家に限ってそれが転嫁できるかどうかということを考えるということで、これま

での議論を明確化していただいたと思います。 

 それを前提に、今回のご提案というか、提示を前提にしますと、まず、高度化義務達成市

場に限るということで、税負担に似たものとして転嫁というものもあり得る方向に考えら

れるんじゃないか。また、今回、規制料金に限るということであれば、市場メカニズムが規

定された範囲で転嫁を考えるということで、これはまた、転嫁についてそれを認める方向に

なりそうではあります。 

 しかし、他方、同時に私が思いますのは、今回のように規制料金の需要家に限るとしても、

それではなぜ通常の料金改定で不十分で、起動的なということが書かれていますけれども、

機動的な料金改定が必要なのかということについて、より知りたいと思いますし、また、適

切に、事務局からご説明いただいたように下流で一律転嫁をしながら、上流においては取引

所取引、また相対取引ということで自由競争を認めているという場面で、下流での転嫁とい

うものが上流への競争にどういうふうに影響があるのかということについても、なお知り

たいと思いました。 
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 さらに、今回、規制料金の需要家に限ってという話になっていますけれども、しかし、こ

れはおのずと自由料金の需要家に対しても影響があり得るものであって、そうすると、今回

問題を限ったとはいえ、やはり一般消費者への影響というものは看過できないと、見逃すこ

とはできないと思いますので、やはり、なお慎重な検討が必要ではないかというのが現段階

での私の意見です。以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。秋元委員、お願いします。 

○秋元委員 

 ご説明をいただきましてありがとうございます。私も、まず、この 15ページ目ですけれ

ども、今武田委員がおっしゃっていただいたように、私もちょっと議論が混乱すると困るの

で、ここでは規制料金の需要家に対する問題意識だということを規定していただいたとい

うのは重要な点だと思います。ただ、今もお話ありましたように、そこを変えることによっ

て、本来の自由料金にも話が及び、そこは経済メカニズムの中で適切な転嫁がなされること

が重要だと思っています。 

 根本的に、やはりこの問題、26％減の目標の時から生まれたわけで、今は 46％減という

ことでございますが、いずれにしてもＣＯ２削減をどう進めていくのかという議論の下でこ

の制度ができていて、ＣＯ２削減という部分でいくと、需要家全体がそれに対して費用を負

担し、ＣＯ２削減を進めていくということが重要で、そこの転嫁が進まないと、なかなかＣ

Ｏ２削減の進展が進んでいかないんじゃないかと思います。 

 今の状況でいくと、それがなかなかやっぱり規制料金の簡易的な転嫁ができないので、非

常に難しい。今は負担が事業者に寄ってしまっている。ただ、事業者に寄っていっては、こ

のままＣＯ２削減の目標、この高度化法の目標自体の引き上げも難しくなってくるというこ

とでございますので、私は、やっぱりしっかり、ここのＣＯ２削減問題という中で、需要家

に価格の負担の必要性ということをしっかり理解していただいて、価格転嫁が進むように

していかないといけないと思っています。 

 先ほどから議論で最低価格の引き下げという話もありましたが、それも一つでございま

すけれども、ただ、その場合はＣＯ２削減の深掘りを諦めるということでもあるわけで、そ

こが緩くなってしまうと、結局なかなか非化石が入ってこないということになりますので、

どちらを優先するのかということでもあると思いますので、あまり最低価格の引き下げと

いうことは安易に議論すべきではないような気がします。もちろん、非常に電力料金の負担

が大きくて、それを緩くするということはあるかもしれませんけど、結果論としてはＣＯ２

削減が進まないということでございますので、そこは慎重に議論すべきだと思います。 

 私は、正攻法としては、やはりＣＯ２の削減の負担をしていかないといけなくて、削減を

進めていかないといけませんので、それをしっかり需要家に説明し、価格転嫁を進めていく

ということが大原則だと思っています。 

 ただ、今の状況の中ではなかなか難しいというのが事務局のご説明ではあると思うんで
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すけど、例えば、前から申し上げているかもしれませんけれども、最低価格だけでも簡易的

に規制料金に転嫁できる仕組みなど、何か方策は取れないのかということは、もうちょっと

頭をひねる必要があって、そうしないと、繰り返しでございますが、ＣＯ２を削減する手段

がそがれていってしまうということだと思うので、ぜひ、もうちょっとできる手段がないか

ということを、頭をひねっていただきたいと思います。これは１点目の点でございます。 

 もう一点目は、一番最後のＦＩＰの件で、需要家直接取引という点でございますが、前回

唐突に出てきたので、ちょっとその場で賛成はできませんということを申し上げたと思い

ますが、今回もう一度整理をいただいて、特に一番最後の点に関してクリアになったと思い

ますが、高度化法の目標からその分は差し引くということでございまして、これをしないと

負担が寄っていく可能性もございますので、ここは大事な点だと思います。 

 あとは、その上の部分に関してもやっぱり重要で、新設の追加分に関してのみということ

だと思いますが、そこに関してしっかり対応していくということだと思いますので、その前

提の下では今回賛成したいと思います。以上でございます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。小鶴オブザーバー、お願いします。 

○小鶴オブザーバー 

 エネットの小鶴でございます。ご説明ありがとうございました。冒頭、辻先生、それから

河辺先生からもご発言ございましたけれども、前回の資料で、ＦＩＴ非化石証書の取引につ

いて、市場での取引量が減少し、相対で取引される割合が増えているという記載がございま

したが、私どもとしても相対での取引価格が市場での取引価格、あの 0.6円／ｋＷｈを下回

っているということを示しているものと考えております。 

 一方でなんですけれども、需要家さまの非化石価値に対するニーズは日々高まっており

まして、特に追加性のある再エネ、こちらを求める声というのが強まっていると認識してお

ります。 

 このような取引価格の実態でありましたり、それから需要家ニーズを踏まえますと、現在

0.6円に設定されております高度化法義務達成市場の最低価格につきましては、やはり総括

原価の時に建設されました原子力とか、大型水力といった、いわゆる追加性の全くないとい

いますか、追加性のない証書につきましては、特に最低価格の引き下げについてご検討いた

だくようにお願いしたいと思います。以上でございます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。続きまして、石坂オブザーバー、お願いします。 

○石坂オブザーバー 

 ありがとうございます。今、いろんな委員の方がおっしゃっている 15スライドのここな

んですけれども、いろいろ委員の方と同じことを結局申し上げることになるんですけれど

も、需要家への価格転嫁を一律に制度上行うというのが難しいというのは理解いたしまし

た。 
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 事の本質は、小売事業者の創意工夫ではどうして価格転嫁ができない部分が残ってしま

うということで、足元では２つの市場に分かれて、２つの市場の最低価格に差があるので、

ここで差が生まれやすい状況にあるということなので、この差を埋めるためにはどうすれ

ばいいのかとか、いろいろやり方はあると思いますので、引き続き議論をお願いしたいと思

います。以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。佐々木オブザーバー、お願いします。 

○佐々木オブザーバー 

 佐々木でございます。私のほうからは、本件、２点コメントさせていただきます。 

 １点目は転嫁についてですけれども、こちらは小売価格にどう反映されるかというのも

課題である上に、今般利用が増えている最終保障供給との関係も課題であると考えており

ます。高度化法コストは最終保障料金には反映されないため、仮に今後小売りのほうでマー

ケットベースの価格というのが浸透した場合においても、最終保障料金が最安のメニュー

となってくる恐れがあるかと思っております。これは健全な競争環境の観点から問題であ

り、何らか検討が先々必要になってくるのではないかと思いました。 

 ２点目は、証書の直接取引についてです。事務局ご提示の直接取引の方向性について賛同

いたします。他方で、直接取引による市場への影響というのを踏まえた慎重な検討が求めら

れると考えております。 

 例えば、追加性を意識する需要家が、発電事業者から直接購入をした上で、さらなるオフ

セットの効果を狙って非ＦＩＴ証書を市場から買いたいと、こういったニーズも考えられ

ると思うんですけれども、こちらは可能なのでしょうか。もし可能となる場合は、需要家が

必要とする価値、これは非ＦＩＴ証書の価値全体から高度化法コストを考慮した価格に相

当すると思うんですけれども、こちらは最低価格 0.6 円より相当程度安いものと考えられ

まして、付帯する価格でそういう調達はできない。こういった点も踏まえて、直接取引が及

ぼす影響というのは、ＦＩＴ証書の場合と非ＦＩＴ証書の場合で若干異なるという点を考

慮して検討いただくことが重要かと思いました。以上でございます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。ご質問の件は、後ほどまたご回答させていただければと思います。 

 続いて、又吉委員、お願いします。 

○又吉委員 

 ご説明ありがとうございました。私も資料の 15ページ目についてコメントさせていただ

ければと思っております。先ほどご発言もありましたが、私も、需要家全体で非化石証書購

入費用を負担し、非化石電源の再投資に回るというシステムを回すことというのが、制度目

的に資する重要な設計であると思っております。 

 現状では、結局、費用未転嫁が前提となる一種の規制料金がベンチマークとなってしまっ

て、自由料金側でもなかなか価格転嫁が進まないというような状況になっているかなと思
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っております。この現状を放置してしまうことも大きな課題かなと考えている次第です。 

 他方で、規制料金に機動的に転嫁されるべき費用の水準感の見極めが非常に難しいとい

うのもまた事実かと思っております。年々増加する費用の回収が困難な状況を踏まえまし

て、小売事業者に過大な負担が生じないような制度環境の在り方について、もう少し、ちょ

っと議論を深めていただければなと思う次第です。以上です。ありがとうございました。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。続きまして、小林オブザーバー、お願いします。 

○小林オブザーバー 

 小林でございます。ちょっと皆さんのお話との、コメントとの繰り返しになってしまう部

分もあると思うんですけれども、証書購入費用、小売自身が一律転嫁で回収する仕組み自身、

導入が非常に難しいということですね。難しいといいますか、課題が多いということは非常

に理解をいたしました。 

 一方で、資料でも記載いただいているように、小売電気事業者に対して過大な負担が生じ

ないような制度設計、環境整備というのは非常に必要だと思っています。その中でも、とり

わけＦＩＴ証書と非ＦＩＴ証書の価格差、これはもう従前からもお話をさせていただいて

おりますけれども、やはり需要家が直接取引できるということになったということを踏ま

えて、やはり早急にここの部分、価格差のところに関して議論いただければと思っておりま

す。以上でございます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。花井オブザーバー、お願いします。 

○花井オブザーバー 

 ありがとうございます。中部電力、花井でございます。多くの委員、オブザーバーの方も

言われておりますが、私も 15ページに関してコメントさせていただきます。 

 今回、証書購入費用の回収の在り方として、規制料金の自由化に対し、証書購入費用につ

いて一律の負担を求めることに関して、論点をご提示いただいたと思います。その中で、３

ポツ目にございます、証書の取引を事業者間の自由な取引に委ねつつ、需要家に対して機動

的な料金改定手続を通じて一律の費用負担を求めることは、市場メカニズムを活用した証

書取引を見直さない限り、制度的に両立困難ではないかという記載がございます。 

 先ほどちょっとご説明の中でありましたが、ここの文言のところにもありますけれども、

事業者間の自由な取引に委ねつつとありますが、高度化法義務達成市場においては、法令で

一定量の証書購入を小売事業者に義務付けておりますし、最低価格も設定されておるとい

うところです。このように、必ずしも完全に自由とはいえない証書取引の実態を踏まえます

と、小売事業者にとっては証書購入費用は外生的に発生する費用に近いものと言えるので

はないでしょうか。 

 この点、19 ページにございます外生的費用の料金反映手続きとして、電促税や石石税等

について、届け出による料金改定が認められた例が記載されておりますが、証書購入費用に



 26 

ついても同様に、簡易かつ機動的に料金反映する対応が考えられるのではないかと思いま

す。このため、引き続き慎重な議論をお願いいたします。私からは以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。新川オブザーバー、お願いします。 

○新川オブザーバー 

 ありがとうございます。新川でございます。本件は、高度化法の義務達成のための非化石

証書の購入費用の小売料金上の取り扱いに関するものでございますけれども、電気事業に

関しては、さまざまな法律により、さまざまな義務が課せられているところ、これをどのよ

うに消費者に転嫁するかということについては、自由料金のほうにつきましては、小売事業

者のさまざまな創意工夫が求められているものと理解をしておりまして、しかも、現行の高

度化法を前提に考えますと、一律の価格転嫁メカニズムを導入するということは慎重であ

るべきではないかと考えております。 

 他方、規制料金に関しましては、非化石証書購入費用を可変費に含めることの解釈を明確

化するという検討については理解できなくもないと思っておりますけれども、規制料金に

おける簡便な転嫁の方法につきましては創意工夫の活用の余地があるというものであると

考えますと、電促税やＦＩＴ賦課金とは扱いとしては異なってくるのではないかと思って

おります。ただ、今後の取引動向を見極めながら、どのようにすべきかということについて

慎重に検討を行っていくということではないかと思っております。以上でございます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。小川オブザーバー、お願いします。 

○小川オブザーバー 

 関西電力小川でございます。よろしくお願いします。私も今の 15ページの議論を少しコ

メントしたいと思います。 

 今もありましたけれども、証書購入費用の回収の在り方ですが、自由料金の部分、こちら

については当然私どもも各小売事業者の創意工夫で費用を回収するべきだと考えておりま

して、それが基本的な考え方だと思っております。 

 しかるに経過措置料金が今規制料金として残っておりますが、この規制料金の需要家、お

客さまの皆さまにどういうふうな形で高度化法の証書費用をご負担いただくかということ

が大きな課題になってくると思っております。今の経過措置料金に機動的に、毎年証書購入

費用というのは変動いたしますので、こういったものをどう経過措置料金のお客さまのほ

うにご負担いただくようにするかということは、非常に難しい、われわれの創意工夫ではで

きない部分だと思っております。 

 ただ、自由料金のお客さまにはご負担いただき、経過措置料金のお客さまにはご負担いた

だけないという整理では、やっぱりよろしくないと思っております。今回、15 ページのと

ころに、１つ規制料金反映の手法を例示いただいていると思いますが、これも含めまして、

さまざまな実務上の課題も料金制度上の課題もあると思っておりますが、何とか他の手法
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も含めて、引き続き具体策についてご検討をいただければと思っているところでございま

す。 

 それから、もう一点コメントいたしたいと思います。高度化法義務の対象事業者の件でご

ざいます。実は、高度化法の義務達成につきましては証書調達を行う、要は対象となる事業

者は証書を調達する義務を負っておりますので、証書調達を行った事業者が小売競争にお

いて不利になるといった競争上のひずみが現実化しないことが重要だと思っておりまして、

やはり高度化法の枠組みを適切に機能させるためにも、小売競争環境の公平性の確保とい

うことが重要だと思っております。従来、５億ｋＷｈという閾値で高度化法対象事業者を決

めてきたわけですけれども、こういった数値、事業者数の非常に多うございますが、やはり

公平な競争環境という観点では、引き下げる方向で検討してもよいのではないかと考えて

おります。 

 なお、電取委さんのほうにお願いするようなことなのかもしれませんが、小売りの競争環

境の公平性という意味におきましては、やはり、今後ストレステスト等もご検討されている

と聞いておりますけれども、非化石価値取引市場からの証書調達に関する、どういうスタン

スでするかといったようなことについて、ヒアリング項目として加味していただくなど、高

度化法義務達成に向けて、小売事業者の競争環境がより整備される方向で工夫をいただけ

ればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。手をお挙げいただいた委員、オブザーバーには、ご発言の機会、

全て渡ったと思います。さまざまご意見ありがとうございました。 

 それでは、まず事務局から、もしコメント等ありましたらいただけますでしょうか。 

○事務局 

 さまざまなご意見、コメント、ありがとうございました。今後考える上でも、まずは、今

日も委員の方からもご意見いただいています、もう少し実態のところを踏まえてというと

ころと、若干制度のところで本日十分にご説明ができていない、例えば外生的の意味が、事

業者から見ての外生的という意味と、制度的な外生的、税とか賦課金とか、どういう形式で、

どういうふうにつかまっているのがここで言う外生的かといったところは、もう少し丁寧

にご説明する必要があるかなと思いましたので、そういった点、本日いただいたご意見も踏

まえて、引き続きご議論いただければと思います。 

 それから、ご質問という形なのか、ちょっと私自身がイーレックスさんからいただいた話

を正確に理解できているか分からないんですけれども、ＦＩＰの点につきまして、ＦＩＰ電

源、需要家が直接その証書を購入した上で、さらにプラスアルファ、小売経由でＦＩＴの価

値、非化石の価値を購入することできるかというご質問だとすると、それは別に限定はない

ので、それ自体は可能ということだと考えております。 

今回の、ＦＩＰの需要家に直接といったところ、需要家がどういったルートを通じて購入す

るかといったところについて、少し選択肢を増やすといったところが一つ、それによって、
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通常で言いますと、こういう場合は高くプレミアムを払いながら、ある意味、まさに追加性

のあるものとして、需要家が直接そういった電源を支えていくという仕組みと考えており

ます。事務局からは以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。多分、佐々木オブザーバーのことにもご回答いただいていると思

います。再エネ価値取引市場自体の制度に別に変わりがあるわけではないということでは

ないかと思っています。 

 本日、さまざまご意見ありがとうございました。これから第二フェーズということで、検

討を進めてまいっているわけですけれども、引き続き、証書の購入費用、あるいはその料金

の考え方について、事務局におかれてはさらなる具体的な検討をしていっていただければ

と思っていますので、こちらのほう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（３）需給調整市場について 

 

○大橋座長 

 それでは続いてですが、議題の３になります。需給調整市場についてということで、資料

の５がございますので、事務局よりご説明のほうをお願いいたします。 

○事務局 

 それでは、燃料供給室長の迫田でございます。資料５に基づきましてご説明させていただ

きます。 

 まず１ページ目ですが、初めにということで、本日ご議論いただく内容のまとめでござい

ますけれども、需給調整市場でございますが、三次調整力②が 2021年４月から、三次調整

力①が 2022年４月から開始されているところでございます。 

 現在、需給調整市場につきましては、過渡期ということもございまして、調整力公募と併

存しているというような状況でございます。そういう中でございますけれども、三次調整力

②ですけれども、こちら後ほどご説明させていただきますが、調達量との関係で、使用率が

高くなくとも過剰な調達になっているとは言えないというふうに、広域機関の需給調整市

場検討小委員会では評価されているところではございますが、時間前市場への供出といっ

た論点についてもご指摘があるところでございます。 

 また、三次調整力①でございますけれども、この４月から開始されているところではあり

ますけれども、開始直後より調達不足が発生しているということがございまして、調整力の

不足であるとか、市場としての競争性が課題となっているところでございます。 

 こうした中、本日でございますけれども、三次調整力①、②に係る課題につきましてご議

論いただきたいと考えているところでございます。 

 ３ページ、お願いします。現在の需給調整市場でございますけれども、2016 年に一般送

配電事業者が調整力公募を始めていたところ、2021 年４月から、エリアを超えた広域的な
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調整力の調達・運用ということ、それに加えまして、市場原理による競争の活性化・透明化

による調整力コスト低減を目的としまして、需給調整市場での取引を開始したところでご

ざいます。 

 ６ページ、お願いします。需給調整市場で取り扱う商品区分でございますけれども、応動

時間、継続時間に応じまして５つということになっているところでございます。現在は、三

次調整力②、①の取引が開始されているところでありまして、2024 年以降が、一時調整力

から二次調整力が出そろうという状況になっているところでございます。 

 ７ページ、お願いします。冒頭でもご説明をさせていただきましたが、この 2024年度ま

での過渡期の段階では、現在、調整力公募電源との併存ということになっているところでご

ざいますけれども、2024 年度以降、調整力が不足する場合ですけれども、容量市場でのリ

クワイアメントなどによる余力活用契約によって調整力を利用するということになってい

るところでございます。 

 続きまして、三次調整力②について、取引状況についてご説明させていただきます。次の

ページ、その次のページをお願いします。三次調整力②の募集量でございますけれども、調

達量 233.55億ΔｋＷ・ｈということになっておりますけれども、募集量 264億ΔｋＷ・ｈ

ということになっておりまして、応札量が募集量に満たない日が多い状況ということにな

っております。 

 次のページをご覧ください。2021 年度三次調整力②の調達単価と調達費用でございまし

て、足元の燃料価格高騰を背景としまして、調達単価は昨年度、月を追うごとに上がってい

るという状況でございます。 

 続きまして、13 ページをお願いします。現在、調達費用の軽減ということでございます

けれども、広域調達をすることに伴う費用低減効果につきましては、30％というふうに試算

をされているところでございます。 

 14 ページをお願いします。広域調達の状況ということでございますけれども、エリアご

とに調達単価の差があるところでございます。こちらの背景でございますけれども、自エリ

アを優先しまして調達をするということがございますので、その調達単価がエリアに存在

する電源によって影響するということが要因として考えられるところでございます。 

 15 ページをお願いします。こうした平均費用の単価の違いにつきましては、再エネ大量

小委のほうからも指摘をされているところでございまして、約定方法について検討する必

要があるのではないかという指摘があるところでございます。 

 16ページをお願いします。今年度の三次調整力②の調達でございます。2022年度の取引

ですけれども、減少しているエリアもあるところでございまして、募集量削減に向けた取り

組みの効果が表れているということもございます。一方で、単価でございますが、燃料価格

の高騰ということもございまして、上昇しているエリアもあるということで、結果としまし

て調達費用については増加しているエリアも見られるということでございます。 

 17ページ、18ページですけれども、一般送配電事業者による予測誤差の取り組みである
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とか、共同調達によって必要量削減に向けた取り組みの紹介ということですので、詳細な説

明は割愛をさせていただきます。 

 それでは、21ページをお願いします。三次調整力①についてでございます。2022年度の

三次①の取引実績でございますけれども、多くのエリアで調達不足ということになってお

りまして、ほとんどのブロックで約定量が応札量となっているという状況でございます。従

いまして、市場としての競争性が乏しい状況ということになっているところです。 

 その理由ですけれども、使用料に対しまして応札量が不足していることであるとか、また、

三次調整力①向けの連係線確保量に上限があるということで、広域調達ができていないと

いったことが原因として考えられるところでございます。 

 23 ページをお願いします。こちらは、先ほど申し上げました三次調整力①の連係線容量

の確保状況ということでございますけれども、連系線の確保につきましては、三次①を広域

調達することに伴う経済的なメリットと、むしろ三次調整力①に向けることによって卸市

場向けの連係線容量が減ってしまうということのデメリットを考慮した上で、社会コスト

が最少となるように、一定の条件を設定するということになっているところです。23 ペー

ジの下の表にオレンジで塗ってあるところが、使えないところになっているということで

ございます。 

 25 ページですけれども、参考ということですが、同じように、三次調整力②につきまし

ても、連系線容量が抑えられているところでございますけれども、三次調整力②につきまし

ては、配分の見直しが行われておりまして、分断率の低下ということが確認をされていると

ころでございます。 

 26 ページ以降ですけれども、こちら、すみません、今ご説明したものと多少毛色が変わ

っている話でございますが、実務上の課題としまして、４月に三次調整力①の募集量の誤算

定といったことについてご報告をさせていただいたところでございます。 

 こちらにつきまして、26ページ、27ページ、28ページで足元の状況をご説明させていた

だいておりますけれども、４月の状況を踏まえて各一般送配電事業者に再点検を行ったと

ころ、それ以外にも誤算定につながる事象が２点確認されたというところでございまして、

こちらご報告ということで掲載させていただきました。 

 続きまして、30 ページをお願いします。三次調整力①のアンケート結果でございます。

需給調整市場に、取引所に属します取引会員に向けましてアンケート調査を実施した結果

についてでございますけれども、三次調整力①の応札量が少ないことの理由としましては、

燃料在庫の低下時期、そういったところと重なっていたということや、週間調達であるとい

うことで需要の予測精度が低いといったこと、また、実需給までの需給変動リスクがあると

いったようなことが理由として挙げられていたところでございます。 

 32 ページをお願いします。また、実際に取引実績がない会員に対してもアンケートを行

ったところ、応札ができていない理由としましては、実際のアセスメントや事前審査が厳し

い、参入リソースが限られているということ、そして、ｋＷｈ収入が不透明であって、収益



 31 

予測がしづらいといったようなことが原因として挙げられておりました。 

 それでは、37 ページをお願いします。以上を踏まえまして、論点でございますが、まず

は三次調整力②についてでございます。三次調整力②につきましては、試算によりますと、

調達量のうち 20％程度が再エネ予測誤差に対応していたと考えられるところでございまし

て、広域機関におきましても、使用率が 20％であっても過剰な調達ではないと評価をされ

ているところでございます。 

 一方で、使用率の向上に向けた対応であるとか、再エネ予測誤差の削減に向けた取り組み、

こちらについては不断に取り組んでいかなければならないということ、そして資源を有効

に活用していくという観点から、不必要なものについてはしっかりと、三次調整力②で確保

したものについては時間前市場に供出していくということになれば、調整力として、使用率

が低いことに伴う弊害といったものを軽減できるのではないかというご指摘もあるところ

でございます。 

 こうした中、三次調整力②の余剰分を時間前市場に供出していくといったことを、広域機

関の需給調整市場検討小委のほうで議論がスタートしているところではありますけれども、

その際に、入札主体を誰が担うのかといったことが論点ということになってございました。 

 38 ページをご覧ください。入札主体ですけれども、広域機関の需給調整市場検討小委員

会では２つ示されておきまして、一般送配電事業者が時間前市場へ供出するという案、それ

と、ＢＧが時間前市場に供出するという案、この２つが議論されていたところでございます。 

 39 ページをお願いします。一方で、入札主体でございますけれども、基本的には三次調

整力②ですけれども、一般送配電事業者が調達をしているということに鑑みますと、時間前

市場への応札につきましても一般送配電事業者が入札主体となるということが自然である

のではないかということでございます。 

 一方で、そもそも一般送配電事業者でございますが、託送供給や、電力量の調整供給、最

終保障供給であるとか、こういったことを行う主体であるということになっておりますの

で、時間前市場に入札するという行為が送配電事業との関係でどうなのかといったことに

ついては、検討する必要があると考えているところでございます。 

 また、実際に取引を行うに当たっては、ＪＥＰＸにおけるステータスについても整理をす

ることが必要になるということでございます。また、実際に一般送配電事業者が入札するに

当たってどのような実務があるのかといったことを、きちんと整理をしておく必要がある

と考えているところでございます。 

 その上で、仮に一般送配電事業者が実務上対応するのに時間を要するといったようなこ

とがあるのであれば、広域機関のほうでお示しされていたような、ＢＧによる入札といった

ことも、案としては検討するということはあり得るのではないかと考えているところでご

ざいます。 

 一方で、まずは原則どおり一般送配電事業者が入札主体ということで考えていきたいと

思っておりまして、次回以降、実務との関係も含めて、しっかりと論点を整理をさせていた
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だきたいと考えているところでございます。 

 続きまして、飛びまして、49ページをお願いします。49ページは、三次調整力①の調達

不足についてでございます。三次調整力①の調達不足の背景でございますけれども、週間調

達であるということに伴った入札行動であるとか、連系線の制約で広域調達に上限がある

といったことが理由と考えられるところではありますけれども、連系線制約につきまして

は、現在、供出量が募集量の４割にも満たない現状ということを踏まえますと、まずは発電

事業者の応札行動に与える構造的背景に焦点を当てた議論をしていくということが必要で

はないかと考えているところでございます。 

 現在ですけれども、調整力公募がまだ併存しているという状況でございますので、三次調

整力①が調達不足であっても、調整力自体が不足するという事態には至っていないという

ところでございます。また、50 ページにも掲載させていただいておりますけれども、ｋＷ

ｈとΔｋＷの同時約定市場、こういったようなものが成立していくということになれば、こ

うした問題というのは解決されると考えられるところでございますけれども、こうした議

論というのは、まさに始まって、現在継続しているという段階でもございまして、そういう

中で、今どういう対策が求められるのかと、2024年度に円滑に市場取引に移行するために、

調整力公募と需給調整市場の関係性であるとか、発電事業者の利潤最大化、調達コストの抑

制などの観点も踏まえまして、調達時期やリクワイアメント、受け渡し時期の観点から検討

していくこととしてはどうかとさせていただいているところでございます。 

 資料５の説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。今回、需給調整市場について、三次の①、②についてご説明いた

だきつつ、論点２つについて、いただいたところであります。 

 以上の点について、改めてまたコメント、ご意見いただければと思います。委員、オブザ

ーバーの方問いませんので、チャット欄にていただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

 河辺委員、お願いします。 

○河辺委員 

 ご説明ありがとうございました。まず、本日お示しいただいた論点１、論点２、２つの論

点ともに、今後事務局提案の方向で進めていくということに賛同させていただきたいと思

います。その上で、私からは三次②の余剰分について１点だけコメントさせていただきたい

と思います。 

 本日の資料におきましては、この三次②の余剰分を時間前市場に供出するということが

電源の有効活用の観点で重要であると整理されておりまして、それはそのとおりであると

考えております。一方で、やはり国民負担を抑えるという観点も忘れてはいけないところか

と思っておりまして、その意味で、前日段階における三次②の調達量、追加調達の仕組み、

費用精算の方法など、中長期的には見直しが必要な部分もあるのではないかと感じました。 
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 将来の姿につきましては、今後別の場所で議論が進んでいくことと存じますが、これと整

合を図る形で、足元の市場設計もより良いものになるよう、今後検討を進めていただければ

と思います。以上でございます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。続きまして、菊池オブザーバー、今回初めてですかね。菊池オブ

ザーバー、それではよろしくお願いいたします。 

○菊池オブザーバー 

 東北電力ネットワークの菊池でございます。今回より参加させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。大丈夫でしょうか。聞こえていますでしょうか。 

○大橋座長 

 はい、どうぞ。 

○菊池オブザーバー 

 一般送配電事業者としてコメントを申し上げさせていただきます。今回、受給調整市場の

運用実態を踏まえまして、事務局さまには論点整理いただいたことに関しまして感謝申し

上げます。 

 三次②の余剰分を時間前市場に供出することについて検討するという、この方向性につ

いては異論は特にございません。その中で、仮に一般送配電事業者が入札主体となる場合に

は、一定の配慮をお願いしたいと思っていまして、１つ目は、計画提出の在り方や、システ

ム改修に必要となる期間を精査した上で市場への供出開始時期を設定していただくこと、

それとともに、実務がワークするような、できればシンプルな制度設計としていただきたい

ということ、ここが重要だと考えています。 

 また、スライド 44にも記載がありますが、領域ｂと領域ｃというところがございますが、

供出量や供出のタイミング整理に当たりましては、ぜひ１つ目、再エネ出力の予測誤差、こ

れについては上振れ、下振れございますけれども、そのリスクの評価、それから、スライド

17 に記載いただいておりますが、一般送配電事業者における再エネ予測誤差、この削減の

取り組み、それから、スライド 18に記載いただいているような共同調達、こういったとこ

ろを踏まえて検討する必要があると考えてございますので、一般送配電事業者としても検

討に協力させていただきたいと考えているところでございます。私からは以上です。よろし

くお願いします。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。今後どもどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして辻委員、お願いします。 

○辻委員 

 辻です。ご説明ありがとうございました。論点１の、三次②の余剰分の時間前市場の話で

１点だけコメントですけれども、ご提案のとおり、余剰分を有効活用するということで、方

針に関しては賛同いたします。 
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 それで、１点コメントなのは、時間前市場、現状、ザラ場の市場で、そこに、今、シング

ルプライスオークションを併設しようという話が並行してあると思うんですが、そうした

中で、どのタイミングで時間前市場に供出するのかという、タイミングの話というのが非常

に、どのように決めるのが一番効率的かということが大きな課題の一つになるかなと感じ

ております。 

 そうした中で、時間前市場側の制度設計として、シングルプライスオークション、もし併

設するとしたら、それがどのタイミングがゲートクローズで、そのタイミングによっては余

剰分の供出というのがそこで活用できるのか、あるいは、だいぶ早い時点でゲートクローズ

になるので、シングルプライスオークションとは関わりのない話になるのか、その辺の整理

というのをしっかり進めていくことが重要かと思いました。以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。続いて、花井オブザーバー、お願いします。 

○花井オブザーバー 

 中部電力花井でございます。ご指名ありがとうございます。私から、論点のところについ

てちょっとコメントさせていただきます。 

 まず、三次②調達、調整力ですね、三次②調達量のうち、余剰分を時間前市場へ売り入札

するという今回のご提案、こちらにつきましては賛成したいと思っています。38 ページ、

39 ページの論点１のところで、入札主体についてご検討いただいているというところでご

ざいますが、三次②調整力は再エネ予測誤差を手当てするものでありますので、44 ページ

にありますとおり、領域ｂや領域ｃも時間前市場への売り入札の対象となる可能性を考え

ますと、時間前市場への供出量はなるべく実需給近くまで引き付けたほうが精緻にできる

と考えられていますので、一般送配電事業者によってやる方法、それが現実的なのではない

のかなと考えてございます。ただ、解決すべき実務上の課題というのはまだあると思います

ので、そういった点を踏まえて、ここは引き続き検討をお願いしたいというところでござい

ます。 

 また、50 ページというか、最後のページにございますが、将来的な姿としてｋＷｈとΔ

ｋＷの同時約定市場について記載されております。より効率的な調達と運用を実現してい

くためには、一般送配電事業者が適切なタイミングで電源の出力増減や起動停止を行い、調

整力も含めた電源のメリットオーダーを実現させる中で、ＢＧが計画値同時同量をどう順

守していくかということかと思います。 

 この中にありますが、今後は作業部会を設置し、検討していくとありますが、まずは足元

でも何らかできる対応はあるかと思いますので、足元でも他にどのような施策が可能か深

掘り検討をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。以上でございます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。他の委員、オブザーバーからのご意見はございませんでしょうか。

よろしゅうございますか。ありがとうございます。 
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 もし、事務局から何かしらコメントなどあれば、いただけますでしょうか。 

○事務局 

 委員、オブザーバーの皆さまにおかれましては貴重なご意見ありがとうございました。本

日皆さまからいただいたご意見の中で、やはり実務的な課題をどう見ていくのかというこ

と、そして中長期的な市場、ΔｋＷとｋＷｈの話もございますけれども、こうした中長期的

な在り方との、その整合、今できることが何かといったような視点、こういったところも踏

まえながら、今後論点をしっかりと整理をしていきたいと思っておりますので、引き続きよ

ろしくお願いいたします。以上でございます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。今まさに事務局からご回答ありましたが、今、今回三次調整力に

ついてご議論いただきましたけれども、実務上の課題というものもちょっと洗い出してい

ただく必要があるのかなということと、あと、今後の市場の姿も変わっていくということで

あれば、そうしたこともしっかり視野に入れて議論はすべきだということだったんだと思

います。事務局におかれては引き続き具体的な検討に向けて整理を進めていただければと

思っています。ありがとうございます。 

 

（４）容量市場について 

（５）第七次中間とりまとめに関するパブリックコメントについて 

 

○大橋座長 

 それでは、４番目の議題として、容量市場についてということで、資料の６をご用意いた

だいています。また、議題の５は、第七次の中間とりまとめに関するパブリックコメントに

ついてということも、資料７－１と７－２ございますので、まとめて事務局からご紹介いた

だいて、その後討議ができればと思います。よろしくお願いします。 

○事務局 

 それでは、資料６についてご説明をさせていただきます。容量市場でございますけれども、

本年度のオークションに向けた議論というのは、これまでの審議会で取りまとめさせてい

ただいたところでございまして、本日は、今年度行うメインオークションの需要曲線でござ

います。こちらにつきましては、広域機関の容量市場検討会において原案を策定をしたとこ

ろでございます。本日は、こちらの策定された需要曲線についてご確認をいただきたいと考

えているところでございます。 

 ２ページ目をご覧ください。目標調達量でございますけれども、目標調達量は１億 7,830

万ｋＷということになりました。 

 ３ページですけれども、目標調達量に係る諸元ということでございまして、目標調達量は

先ほど申し上げたとおりでございますが、Ｈ３需要につきましては、2022 年度の供給計画

の 26 年度断面を取っているところでございまして、こちら 21 年度のメインオークション
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よりも増加しておりまして、１億 5,903万ｋＷということになっております。 

 ４ページはＮｅｔ ＣＯＮＥということで、こちらも本審議会のほうでご議論いただき

ましたけれども、変わらずということで 9,557 円ということにさせていただいているとこ

ろでございます。 

 ６ページ、７ページにつきましては、需要曲線のグラフということでございますので、詳

細説明は割愛をさせていただきます。 

 ８ページですけれども、今後のスケジュールでございまして、本日原案のご審議をいただ

きますけれども、その後、広域機関におきまして需要曲線の公開、その後、応札を経まして、

最終的には 2023年１月ごろに今年度のオークションの結果について公表を予定をしている

ところでございます。 

 資料６につきましては以上でございます。 

 続きまして、資料の７でございます。第七次中間とりまとめに関するパブリックコメント

ということでございまして、第七次中間とりまとめにつきましては、６月８日～７月８日に

パブリックコメントにかけさせていただいたところでございます。 

 意見募集の結果ですけれども、16 件の提出があったところでございます。詳細につきま

しては資料の７－２でございます。こちらのほう、合計で 19 となっておりますけれども、

同一の方から複数出しているものもございますので、それを合わせますと合計 19というこ

とになっております。 

 内訳は、非化石市場に関するものが 12件、ベースロードに関するものが１件、容量市場

に関するものが４件、その他が２件ということになっているところでございます。いずれに

つきましても報告書の原案を修正するものということではございませんでしたけれども、

いただいたご意見も含めて、今後の議論を深めていきたいと考えているところでございま

す。 

 資料６、資料７の説明につきましては以上でございます。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。容量市場につきましては、2022 年度のメインオークションにお

ける需要曲線についてを含んでご紹介いただいたということであります。あと、パブリック

コメントに関しては、第七次の中間とりまとめという、既に皆さんにご了承いただいたもの

について、パブリックコメントの内容について、今回こうした形で公開をさせていただいた

ということであります。 

 委員、オブザーバーの方々から、議題の４と５についてご意見、あるいはコメントなどあ

れば、ぜひいただければと思います。いかがでしょうか。 

 ありがとうございます。小川オブザーバー、お願いできますでしょうか。 

○小川オブザーバー 

 ありがとうございます。私からは、容量市場について、目標調達量に係る諸元について少

し発言をさせていただきます。 
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 前回の６月 22日の本作業部会におきまして、今般の電力需給逼迫の検証を踏まえた供給

信頼度評価に関する課題が提起されました。これを受けて、現在、広域機関の調整力等委員

会におきまして、補修点検料の考慮が十分かどうか、あるいは厳気象対応、稀頻度リスク対

応の考え方等について早速検討が開始されているものと認識しております。 

 今回、３ページの表中にあります目標調達量の諸元といたしましては、新しい、調整力等

委員会で進められています検討の内容が、まだ反映されていない状況となっていると承知

をしております。実需給年度が 2026 年の話でございますので、供給力確保の観点からは、

この検討が終わった後に募集をしていただくのが当然望ましいと思うわけですけれども、

当然、オークションのスケジュールの関係で、今回の募集の段階ではそういった検討結果の

反映が間に合わないということかと思いますけれども、仮にそうであれば、今後広域機関に

て必要供給予備力の基準等を見直す場合には、2027 年度以降のメインオークションに反映

ということではなく、それ以前にも 2024年度、25年度、26年度あるわけですけれども、１

年前の追加オークションの段階で、開催判断において、そういった見直しの検討の状況を反

映いただければと思います。以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。後ほどまとめて事務局からご回答なりコメントいただくように

します。他に委員、オブザーバーの方から、いかがでしょうか。失礼いたしました。花井オ

ブザーバー、お願いします。 

○花井オブザーバー 

 花井でございます。ありがとうございます。私からも、容量市場についてコメントという

か、お願いをさせていただきます。６ページで、需要曲線を今回ご提示いただいております

が、従来の手法に基づいて算定しますと、今年度実施する 26年度向けの容量市場メインオ

ークションの需要曲線はこうなるということかと思います。 

 一方で、供給信頼度の見直しの必要性につきましては、前回の本作業部会の議論を受けて、

早速、広域機関の「調整力及び需給バランス評価等に関する委員会」で議論が開始されたと

聞いておりますので、ありがとうございます。 

 前回、少々細かかったかもしれませんが、私から、事務局にご提示いただき、広域機関で

検討が開始された論点以外にも、信頼度評価におけます諸課題や需要曲線の見直しについ

て発言させていただいております。これらが見直されますと、容量市場の目標調達量とか価

格が変わってくるということも考えられますが、安定供給の観点から重要なポイントであ

ると考えておりますので、ぜひ広域機関で議論を進めていただきたいと思っていますので、

よろしくお願いいたします。以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。その他はございませんか。ありがとうございます。 

 もし、事務局から現時点で何かご回答できることがあれば、いただけますでしょうか。 

○事務局 
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 今、オブザーバーからもご指摘いただきました供給力評価でございますけれども、まさに

今、広域機関のほうで検討が開始されたところでありまして、広域機関でご議論いただいて

いる途中段階のものも、この審議会でもまたご報告をしながら議論を深めていきたいと考

えております。こちらにつきましては、一定期間議論を要するところでありますけれども、

順次取りまとまったものから、容量市場に限らず、供給計画を含めて反映をしていきたいと

考えているところでございます。以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございます。2022 年度のメインオークションに関しては、今回、ご提示させ

ていただいた原案について、特段ご異論がないようですので、この決定に向けて広域機関に

て手続きを進めていただくということになるんだと思います。 

 他方で、オブザーバーの方々からご指摘がありました、現在広域機関で検討が始められつ

つある点については、広域機関で結論を得次第、遅滞なく反映に向けて検討を進めるという

ことではないかと思っています。さまざまご意見いただきましてありがとうございました。 

 

３．閉会 

 

○大橋座長 

 それでは、以上、盛りだくさんだったんですが、一応議題は全てカバーしたことになりま

す。全体を通じて、もし委員、オブザーバーの方々から何かご指摘あれば、いただければと

思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。ありがとうございます。 

 それでは、以上をもちまして本日の議題を終了させていただきます。それでは、本日も大

変活発にご議論いただきまして、また、２時間を超えるご議論いただきまして、ありがとう

ございました。引き続きどうぞよろしくお願いします。 

 


